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現
在
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
は
、
ト
ラ
ッ

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
担
い
手
不
足
に
よ
り
、「
何

も
し
な
け
れ
ば
２
０
３
０
年
に
は
輸
送
能
力

が
34
％
不
足
す
る
」
と
い
わ
れ
、
物
流
の
危

機
的
状
況
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
物

流
は
国
民
生
活
と
経
済
活
動
の
基
盤
で
あ

り
、「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
」
で
あ
る

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
経
済
的
、
社
会
的

地
位
の
向
上
等
に
よ
り
、
我
が
国
の
物
流
の

持
続
可
能
性
の
確
保
お
よ
び
国
民
経
済
の

健
全
な
発
展
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た

め
、「
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
適
切
な
賃
金

の
確
保
」
と
「
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
質
の

向
上
等
」
を
目
的
と
し
て
、
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

を
担
保
す
る
た
め
の
新
法
を
制
定
す
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
早
期
実
現
に
向
け
て
、
坂
本

克
己
会
長
を
先
頭
に
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界

を
挙
げ
て
精
力
的
に
活
動
を
展
開
し
た
。

　
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
で
は
、
①
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
の
許
可
に
つ
い
て
５
年
ご
と
の
更
新
制
を

導
入
、
②
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
「
適

正
原
価
」
を
下
回
る
運
賃
・
料
金
の
制
限
、

③
再
委
託
の
回
数
を
２
回
以
内
に
制
限
す
る

よ
う
努
力
義
務
化
、
④
違
法
な
「
白
ト
ラ
」

の
利
用
を
禁
止
し
（
罰
則
付
）、
荷
主
等
に

対
し
て
は
是
正
指
導
も
実
施
―
―
す
る
内

容
。

　

ま
た
、
こ
の
一
部
改
正
法
を
担
保
す
る
た

め
の
、「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化

の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
の
推
進
に
関
す
る

法
律
」（
新
法
）で
は
、①
基
本
方
針
の
策
定
、

②
法
制
上
の
措
置
等
、
③
物
流
政
策
推
進

会
議
―
―
を
柱
と
し
て
い
る
。
①
で
は
、
許

可
の
更
新
事
務
お
よ
び
事
業
適
正
化
支
援

等
を
適
切
・
効
率
的
に
実
施
で
き
る
よ
う

独
立
行
政
法
人
に
行
わ
せ
る
等
必
要
な
体

制
を
整
備
す
る
こ
と
と
、
同
業
務
の
実
施
に

必
要
な
費
用
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
更
新

手
数
料
等
に
よ
る
ほ
か
、
広
く
社
会
で
支
え

る
観
点
か
ら
財
源
措
置
を
検
討
す
る
。
②
で

は
、
政
府
は
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
必
要

な
法
制
上
の
措
置
等
を
同
法
施
行
後
３
年

以
内
を
目
途
と
し
て
講
じ
る
。
さ
ら
に
③
で

は
、
政
府
は
、
物
流
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
か
つ
集
中
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、「
物

流
政
策
推
進
会
議
」
を
設
置
し
、
同
推
進

会
議
の
下
に
、
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
関

係
者
会
議
を
設
置
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案および貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等
の推進に関する法律案を賛成多数で可決した衆議院本会議（5月27日、左）、参議院本会議（6月4日、右）

参議院本会議終了後、運輸労連、交通労連、建交労幹部と法案成立を熱き想いで讃えあう坂本会長（前列右から2人目）衆議院本会議で法案可決を見届ける坂本会長（右から2人目）

　
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
適
切
な
賃
金

の
確
保
と
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
質
の
向

上
等
を
目
的
と
す
る
、
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

お
よ
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正

化
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
の
推
進
に

関
す
る
法
律
案
が
、
５
月
27
日
の
衆
議

院
本
会
議
に
続
き
、
６
月
４
日
の
参
議

院
本
会
議
で
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
・

成
立
し
た
。
坂
本
克
己
会
長
を
先
頭
に
、

政
・
官
・
労
・
使
が
一
丸
と
な
っ
て
成
立

に
向
け
て
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
結
果

で
あ
り
、
審
議
入
り
か
ら
異
例
の
ス
ピ

ー
ド
で
可
決
と
な
っ
た
。

坂本会長 皆さんの力とともに業界の底力で「国
3

政
3

」を動かす‼
業界の宿願! スピード可決‼
衆議院可決（5月27日） 参議院可決（6月4日）
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